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平成２７年度 決算特別委員会 

会議録（第１号） 

 

１．招集年月日  平成２７年９月９日 

２．招集の場所  熊野町役場 ４階 第１委員会室 

３．開議年月日  平成２７年９月９日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１６名） 

   委員長 藤 本 哲 智   副委員長 諏訪本   光 

    委員 尺 田 耕 平     委員 竹 爪 憲 吾 

    委員 立 花 慶 三     委員 沖 田 ゆかり 

   委員 片 川   学     委員 時 光 良 造 

   委員 民 法 正 則     委員 荒 瀧 穂 積 

   委員 大瀬戸 宏 樹     委員 山 野 千佳子 

    委員 久保隅 逸 郎     委員 中 原 裕 侑 

    委員 馬 上 勝 登     委員 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．事務局出席  事務局長 三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明員 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         立 花 隆 藏 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         森 本 昌 義 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 
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      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      民 生 部 次 長         光 本 一 也 

      建 設 部 次 長         沖 田   浩 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         貞 永 治 夫 

      福 祉 課 長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      健 康 課 長         隼 田 雅 冶 

      生 活 環 境 課 長         中 井 雅 晴 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         中 村 憲 治 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．協議事項 

  付託された「認定第１号 平成２６年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第

２号 平成２６年度熊野町上水道事業会計決算の認定」について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．内容 

（開会 ９時３０分） 

○委員長（藤本） みなさん、おはようございます。決算特別委員長に指名されました  

藤本でございます。本会議で付託されました決算認定について、これから審査を行いま

す。本委員会が円滑に進むよう議事進行に努めてまいりたいと思いますので、皆さまの

ご協力をよろしくお願いいたします。 

ただ今の出席委員は１６名です。定足数に達していますので、ただ今から決算特別

委員会を開会します。 

本委員会に付託されました認定第１号、平成２６年度熊野町各会計歳入歳出決算認

定について及び認定第２号、平成２６年度熊野町上水道事業会計決算の認定についてを
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議題といたします。 

始めに審査の手順でありますが、お配りしております、平成２７年決算特別委員会 

審査方法に基づき行うこととします。まず概要につきまして、一般会計と各特別会計の

決算全般を副町長から、上水道事業会計決算を建設部長から説明を受けたいと思います。 

次に、部門ごとの主要事業について、各部長から説明を受けた後に、資料の閲覧時

間を設けたいと思います。この閲覧時間の際に、個々で質疑をしていただければと思い

ます。 

  最後に部門ごとで総括質疑を行い閲覧時間を設け委員会としての意見をまとめたいと

思います。以上のような流れで審査を行っていきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声） 

異議がないようですので、さっそく審査に入りたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 平成２６度各会計歳入歳出決算書は、事前にお配りしております。 

それでは、副町長から決算書の概略について説明をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（立花）  それでは、平成２６年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書

につきまして、その概要を説明させていただきます。 

決算書１ページの財産に関する調書をご覧ください。まず、平成２６年度末の公有

財産の状況について、ご説明いたします。一番下の行をご覧ください。土地につきま

しては、前年度に比べ１万６,８０４．１２平方メートルの減少で、全体では１４１万

９,４４７．８３平方メートルとなっております。建物につきましては、木造が２４６．

６６平方メートル減少し、全体では７万９,８７９．６９平方メートルとなっておりま

す。 

３ページをご覧ください。増減の内容ですが、行政財産の土地では、くまの産業団

地水道施設用地や雲母川砂防堰堤用地の取得、くまの産業団地の分合筆の際、用悪水路

としたものなどにより、その他の行政機関のその他の施設が１万２,２８６．７６平方

メートル増、また、神田地区において普通財産として管理していた宅地を、西部ふれあ

い広場用地として行政財産に分類替えしたことによる面積増と、行政財産である深原町

有地をくまの産業団地として販売するため、普通財産に分類替えしたことによる面積減
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との差し引きにより、公共用財産のその他の施設が１万３,３６６．７３平方メートル

減となっております。 

行政財産の建物の変更は、木造において、友井文庫の建物の解体により、その他の

行政機関のその他の施設が２５６．１８平方メートル減、呉地公園便所建設により、公

共用財産の公園が９．５２平方メートル増になっており、建物全体で２４６．６６平方

メートル減少しております。 

普通財産の土地では、元選挙倉庫跡地の売却や、先程も申しましたように、西部ふ

れあい広場用地を行政財産として分類替えしたことにより、宅地が３，４９４.０６平

方メートル減、くまの産業団地における分合筆の結果による面積減と、行政財産の深原

町有地を売却のため普通財産に分類替えしたことによる面積増との差し引きにより、山

林が４万１２５．０９平方メートル減、くまの産業団地における分合筆の結果による面

積増と、実際のくまの産業団地の売却による面積減との差し引きにより、その他が２万

７,８９５．００平方メートル増となっており、全体で１万５,７２４．１５平方メート

ル減少しております。普通財産の建物では、平成２６年度の異動はなく、前年度のまま

となっております。 

  続いて５ページをご覧ください。（２）の出資による権利につきましては、前年度か

ら変更がなく、１億８２２万６，０００円となっております。２の物品（公用車）です

が、総務部におきまして軽乗用車１台を廃車、消防積載車の買い替えを行いました。民

生部におきましては機能訓練事業の送迎で使用した普通特殊車１台を廃車しました。教

育部におきましては原付自転車２台の買い替えを行い、建設部におきましては小型貨物

車1台を廃車しました。全体では前年度末から３台減少し、決算年度末現在の保有台数

は６３台となっております。 

  次に、各会計の決算については、各会計の全体像として、決算額、収支、歳入におけ

る不納欠損額及び収入未済額、歳出における不用額について、ご説明させていただくこ

ととし、詳細については、後ほど、各担当部課長にご質問いただければと思います。 

 ６ページをご覧ください。平成２６年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳

入・歳出予算額がそれぞれ７９億９，１２８万９，０００円に対し、歳入決算額が７８

億９,４３０万９,３４６円、歳出決算額が７７億１,７１０万９,１７５円で、歳入歳出

差引残高は１億７,７２０万１７１円となっております。 

  ８ページをご覧ください。実質収支でございますが、３の歳入歳出差引額から、４の
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（２）の繰越明許費繰越額４２１万４，０００円を差し引いた実質収支額は１億７,２

９８万６,１７１円となっております。 

  なお、繰越明許費繰越額は、６月に行われました第３回熊野町議会で御報告いたしま

した一般会計予算繰越明許費繰越計算書の掲載事業である商工振興事業や観光推進事業、

（国庫）橋梁維持修繕事業などに係る財源となっております。 

  次に、一般会計の歳入ですが、９ページから１４ページに、款及び項ごとの決算状況

を、２１ページから６０ページに、目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。

この中で、不納欠損額及び収入未済額の概要について、ご説明させて頂きます。 

  １０ページをご覧ください。不納欠損額につきましては、町税の４９５万１,６３８

円を不納欠損処分としております。また、収入未済額は、１４ページ、一番下の合計欄

にありますように、一般会計全体で１億７,９０４万４,４４１円となっておりますが、

このうち町税は８，９８０万４１６円で全体の約５０％を占めています。 

  なお、平成２６年度の町税の徴収率は９６．０％で、前年度の９５．９％と比べて、

０．１％増加しております。 

  次に、歳出ですが、１５ページから１８ページに、款及び項ごとの決算状況を、６１

ページから１３４ページに、目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。 

  この中で、不用額についてご説明させていただきます。毎年度、予算編成に当たって

は、事務事業の精査を行い、適切な予算の計上に努めるとともに、不用となる経費につ

いては、補正予算で減額しております。しかしながら、医療費等に係る特別会計繰出金

や工事関係経費などについては、的確な見通しに努めても、なお不用額が発生する場合

がございます。こうしたことから、平成２６年度では、１８ページ、一番下の合計欄に

ありますように、１億９,００９万９,８２５円が不用額となっております。 

次に、１３８ページをご覧ください。国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算書

について、ご説明いたします。歳入・歳出予算額は、それぞれ３４億６,４７２万１，

０００円に対し、歳入決算額が３４億４,６０６万９,９４０円、歳出決算額が３４億２,

０３８万１,９２６円で、歳入歳出差引残高は２，５６８万８,０１４円となっておりま

す。 

  １４０ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、

２，５６８万８,０１４円となっております。 

  １４１ページからの歳入ですが、国民健康保険税におきまして、不納欠損額が４５４
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万５,４００円、収入未済額が９，３１６万８,２３３円となっております。 

  １４５ページからの歳出ですが、主なものとして、保険給付費に係る不用額が２，２

８６万５,２４２円、１４７ページになりますが、予備費に係る不用額が１,９６０万円、

合計で４，４３３万９,０７４円となっております。 

次に、１７６ページをご覧ください。公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算書に

ついて、ご説明いたします。歳入・歳出予算額は、それぞれ８億５,８４８万８，００

０円に対し、歳入決算額が８億４,６０２万４,３２４円、歳出決算額は８億３,６９１

万７,９６２円で、歳入歳出差引残高は９１０万６,３６２円となっております。 

  １７８ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、

９１０万６,３６２円となっております。 

１７９ページの歳入ですが、分担金及び負担金で収入未済額が７９万２,６００円、

使用料及び手数料で不納欠損額が５６万９,１９８円、収入未済額が１，０６７万５,１

８９円となっております。 

１８１ページの歳出については、不用額が２,１５７万３８円となっており、その主

な内容は、流域下水道負担金や事業費に係る委託料及び工事請負費などでございます。 

次に、１９４ページをご覧ください。後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算書に

ついて、ご説明いたします。歳入・歳出予算額は、それぞれ５億５,３９８万６，００

０円に対し、歳入決算額が５億５,５１６万８,０４９円、歳出決算額は５億４,６８０

万３,３４５円で、歳入歳出差引残高は８３６万４,７０４円となっております。 

  １９６ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、

８３６万４,７０４円となっております。 

１９７ページの歳入ですが、後期高齢者医療保険料の収入未済額が１８９万６,０２

６円となっております。 

１９９ページの歳出については、不用額が７１８万２,６５５円となっており、その

主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

  次に、２１０ページをご覧ください。介護保険特別会計の歳入歳出決算書について、

ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ２０億６,６８７万９，０００円に対

し、歳入決算額が２０億７,１４７万９,６６８円、歳出決算額は１９億６,４３２万５,

７５８円で、歳入歳出差引残額は１億７１５万３,９１０円となっております。 

  ２１２ページをご覧ください。実質収支でございますが、３の歳入歳出差引額から、
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４の（２）の繰越明許費繰越額３１１万３，０００円を差し引いた実質収支額は１億４

０４万９１０円となっております。 

  なお、繰越明許費繰越額は、６月に行われました第３回熊野町議会で御報告いたしま

した介護保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書の掲載事業である一般管理費に係る財

源となっております。 

  次に、歳入及び歳出についてですが、介護保険特別会計は保険事業勘定、介護サービ

ス事業勘定の２つの勘定に分けておりますので、それぞれ説明させて頂きます。 

まず、保険事業勘定について、ご説明します。２１５ページをお開きください。 

 歳入ですが、介護保険料において不納欠損額が３９６万１,１３５円、収入未済額が１，

１６３万６,６９２円、国庫支出金で収入未済額が３１１万３，０００円となっており

ます。 

  ２１７ページの歳出ですが、保険給付費が見込みを下回ったことが主な要因となり、

一番下の合計欄にありますように、不用額が９，６２２万４,００７円となっておりま

す。 

次に、介護サービス事業勘定について、ご説明します。２２１ページをお開きくだ

さい。歳入ですが、介護サービス事業勘定は、全ての歳入が公費で賄われておりますの

で、不納欠損額、収入未済額ともございません。 

  ２２３ページの歳出については、不用額が１０万３，２３５円となっております。 

以上が、一般会計及び各特別会計の決算の概要でございます。 

次に、平成２６年度の主な基金の運用状況について、ご説明いたします。２５８ペ

ージをご覧ください。基金財産については、出納整理期間の適用がありませんが、各会

計と同様に、出納整理期間における増減を含む金額で説明させていただきます。 

１の土地開発基金ですが、（１）の預金では、道垣内交差点駐輪場整備用地として

一般会計に売払ったことにより、１,２５７万２９９円を収入し、基金残高は１億１,３

０４万６,４１２円となっております。 

（２）の土地については、前年度末時点の土地を全て売り払いましたので、年度末の保

有面積は０平方メートルとなっております。２の財政調整基金については、下から２つ

の行の値の和となりますが、利子を含め８，６３６万９,４９０円の積立てを行い、一

般会計へ１億７,９８５万７，０００円取り崩した結果、基金残高は、１４億８,５４３

万７,１８３円となっております。 
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３の筆の里づくり基金については、これも下２行分の和ですが、利子を含む積立金

が、８６７万９,３６８円、一般会計へ４７５万５,２８０円取り崩した結果、基金残高

は、１億５,７３０万１,８７０円となっております。筆職人後継者育成事業補助や筆ま

つり実行委員会補助事業などの財源として運用したものです。 

２５９ページの５の地域福祉基金については、利子６８万８,２６１円の収入があり、

一般会計へ１,２０２万円取り崩した結果、基金残高は、２億１,４１１万９,５４３円

となっております。生活福祉交通「おでかけ号」運行事業の財源として運用したもので

す。 

２６０ページの８の公共施設等整備基金については、下２行分の和ですが、利子を

含め２億２,４２０万７,５００円の積立てを行い、一般会計へ１億１,２６０万円取り

崩した結果、基金残高は、８億９,７６７万１,７９２円となっております。深原地区町

有地造成事業、町公民館管理運営事業における空調工事の財源として運用したものです。 

９の国民健康保険財政調整基金については、下２行分の和ですが、利子を含め７，

９０２万１８７円の積立てを行い、基金残高は、１億７,７７４万７,３７４円となって

おります。 

１０の介護給付費準備基金については、積立金が６,９２４万２，０００円、介護保

険特別会計への取り崩しは行いませんでしたので、基金残高は、１億７,８３６万８８

９円となっております。また、その他の基金については、利息の積立てですので、説明

は省略させていただきます。 

平成２６年度一般会計・各特別会計歳入歳出決算書についての説明は、以上でござ

います。 

なお、主要事業について、各部長から説明させていただき、各会計の決算書の詳細

については、後ほど、各担当部課長に質問していただくということで、よろしくお願い

いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 続いて、建設部長から上水道事業会計決算書について説明をお願いし

ます。森本部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（森本） それでは、平成２６年度上水道事業会計剰余金の処分及び決算の概

要について、ご説明させていただきます。 
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平成２６年度より、地方公営企業法令の改正により新会計基準を適用したため、財

務諸表等に若干の影響がございます。 

熊野町上水道事業決算書の１２ページをお開きください。下の表、平成２６年度熊

野町上水道事業剰余金処分計算書（案）をご覧ください。 

まず、剰余金の処分についてですが、未処分利益剰余金８億１ ,９５７万６,１６８

円のうち５億１,４９６万９００円を資本金へ組み替えするものとし、２０８万５,６１

０円を利益積立金に、３,９６２万６,５７６円を建設改良積立金に積立て、残りの２億

６,２９０万３,０８２円を繰り越すものでございます。 

続いて、決算の概要を説明します。２０ページをお開きください。業務状況につい

てですが、真ん中の表をご覧ください。 

年間給水量は、１９４万４,８２２立方メートルで、２５年度より０ .３％減少して

います。有収水量については、１８０万１ ,３５３立方メートルで、前年度に比べ１ .

５％の減少となっています。 

また、有収率については、９２ .６％で、前年度より１.２ポイント減少しています。

この要因の主なものにつきましては、水道施設築造時における施設内洗浄等により無収

水量が増加したことによるものと考えております。 

続いて主要施策では、未給水地区解消のための整備を初神、新宮、川角、出来庭地

区で計５か所実施し、熊野団地の管路更新を石神地区、東山地区で計３箇所実施してお

ります。管路整備延長は合計１,１００メートルとなっています。 

高所配水団地の整備としては、皇帝ハイツでポンプ所の滅菌装置整備工事を１件、

城之堀団地で加圧ポンプ整備工事を１件実施しています。 

また、建設関連の受託工事として、中溝地区の五反田橋架替工事に伴い約３２メー

トルの配水管移設工事を行っております。 

ページを戻っていただいて、６ページ、７ページをお開きください。 

収益的収支につきましては、収益的収入は、対前年度４ ,５１１万７,７１１円増の

５億２,９００万９,７２５円となっております。増額の主な要因は、新基準の適用によ

る長期前受金戻入の増によるものです。 

収益的支出は、対前年度２,００２万８,１７７円増の４億８,２０３万１,１０４円

となっております。増額の主な要因は、新基準適用による減価償却費、過年度損益修正

損の増によるものです。 
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最後に、８ページ、９ページをお開きください。資本的収支のうち資本的収入につ

きましては、前年度に比べ、２,８３１万１,７５０円減の４,２３８万７,０００円とな

っております。減額の主な要因につきましては、高所団地工事の減による積立基金の繰

入減によるものです。 

資本的支出につきましては、２８９万５,２５５円増の８,４１６万２,２９５円とな

っております。主な要因といたしましては熊野団地の管路更新工事の増によるものです。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） これより各部門における平成２６年度の主要事業について説明を受け

たいと思います。 

  それでは、総務部門から説明をお願いします。 

  岩田総務部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） それでは、総務部門の主要事業についてご説明させていただきます。

資料は、平成２６年度一般及び特別会計歳入歳出決算書と、平成２６年度歳入歳出決算

付属資料の２つを用い説明させていただきます。 

歳入歳出決算付属資料の１２ページをお開きください。まずは、企画財政課の交通

輸送対策事業でございます。決算書では、資料右側の決算書該当ページ欄に記載してお

りますとおり、６９ページから７０ページになります。 

事業費は３，３０３万３,０００円で、主な事業内容は、生活福祉交通おでかけ号の

運行事業とバス運行対策費補助事業でございます。生活福祉交通おでかけ号の事業実績

ですが、運行日数２４１日、総運行便数１，３４８便、延利用者数７，１４４人、１便

当たりの平均利用者数５．３人でございます。町内のタクシー事業者２社への運行委託

費として、１,０７０万４００円を支出しております。 

バス運行対策費補助事業は、生活バス路線の運行を確保するため、沿線自治体が協

調して運行経費の一部を補助するもので、広電バスの阿戸線へ１,７３６万３，４５８

円、芸陽バスへ２万５，９５６円を支出しております。 

なお、阿戸線に関しましては、広島市区域の走行距離に応じ、広島市から２４８万

４９４円の負担金を収入しております。 

続きまして、商工観光課でございます。 
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まず、定住交流促進事業ですが、決算書では、同じく６９ページから７０ページに

なります。事業費は、１１４万４，０００円でございます。主な事業内容ですが、定

住・交流の促進に向け、筆の里工房周辺で子育て世代を対象としたふでりんマーケット

を開催しました。 

また、筆の里工房の特別展やなせたかしワールド、日本の書と筆の宇宙の開催期間

中、筆の街交流館 Ｋ－ｊｉｎをふでりんミュージアムとして開館し、熊野町の魅力を

紹介しました。 

なお、ふでりんマーケットは、子供服の交換会やフリーマーケット、パスタ焼きそ

ばの試食会などの内容で、約１，３００人が来場されました。ふでりんミュージアムは、

筆の里工房の来館者の周遊を図ったもので、４，６７２人の方にお越しいただいており

ます。 

次に、筆の里工房事業ですが、決算書では、同じく６９ページから７０ページで、

事業費は、９,９８９万２，０００円でございます。事業内容は、筆づくりの歴史と伝

統を生かし、魅力ある熊野のまちづくりを担う施設として設置いたしました筆の里工房

の、開館２０周年を記念し、式典と企画展「日本の書と筆の宇宙」を開催いたしました。

その他にも猪熊弦一郎展、やなせたかしワールド、片岡鶴太郎の世界などの企画展を開

催し、筆の里工房の一層の充実と地域産業の振興を図りました。 

平成２６年度の入館者数は、７万２，２７６人となっております。 

続いて税務課の主要事業の説明を行います。 

固定資産税事務事業でございます。決算書では、７１ページから７２ページで、事

業費は２，５４０万２，０００円でございます。 

主な事業内容は、固定資産税の宅地に対する評価方式を、従来のその他方式から、

市街地を形成している自治体の多くが採用している市街地宅地評価法、いわゆる路線価

方式への切替えのための、各土地の評価額の計算を行ったものでございます。事業費内

訳としては、路線価等更新業務が１，０７６万円、航空写真撮影業務が３２９万円、そ

の他システム関係で８７６万５，０００円などでございます。 

総務部門の説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 続きまして、民生部門の説明をお願いします。清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○民生部長（清代） それでは、総務部門の主要事業に続き、民生部門の主要事業につい

てご説明いたします。 

民生部門には、一般会計及び４つの特別会計がございますので、まず、一般会計か

ら説明を行い､続いて特別会計の説明を行わせて頂きます｡ 

決算付属資料１２ページをご覧ください。最初に民生課の福祉医療費公費負担事業

でございますが、広島県福祉医療費負担事業費補助金交付要綱に基づき、総医療費と保

険給付費との差額について助成を行いました。 

身体障害者手帳１級から３級まで、又は療育手帳ⒶからⒷまでを所持する重度心身

障害者を対象とする重度心身障害者医療。０歳から６歳・小学校就学前までの子供を対

象とする乳幼児医療。１８歳以下の子供を扶養しているひとり親家庭を対象とするひと

り親家庭等医療の３つの助成を行っています。このうち乳幼児医療については、受診時

における１回５００円の個人負担の無料化及び中学校３年生までの入院医療費の助成を

町単独事業として実施しており、子育て世代の医療費の負担軽減に努めております。事

業費は、前年度とほぼ同額の１億３，４４０万２，０００円です。 

次に、生活保護一般事務事業・生活保護費支給事業でございますが、平成２６年度

の被保護世帯数は１３４世帯、被保護人数は１８９人、前年度と比較し、世帯数６世帯、

被保護人数６人の減少となっております。生活保護費の総支給額は、２億７,５８７万

８，０００円で、前年度と比較し、６４７万５，０００円、２．４％の増となりました。

保護世帯数の減少により生活扶助費は減少したものの、医療扶助費が８５８万円、  

５．８％増加したことが増加の要因となっております。 

次に、次世代育成支援対策事業でございますが、今年度からスタートした子ども子

育て支援新制度に向け、次世代育成支援行動計画を引き継ぐ、子ども・子育て支援事業

計画を策定しました。また、保育所等の入所申請、支給認定等に対応する電子システム

を構築しました。西部地域健康センター内に設置する子育て支援センターでは、育児相

談や子育てサークル活動などを通じ、育児に悩みを持つ母親などの支援を行いました。

前年度よりセンターの来所者数は約２割増加したものの、子育てを会員同士で支え合う

ファミリーサポート事業の活動件数は、約４割減少しておりますが、その要因としては、

保育所送迎の利用者が小学校に入学したことなどによるものです。事業費は、２，０８

４万５，０００円。対前年度比１，０５４万３，０００円、１０２％の増加となってお

ります。子ども子育て支援新制度に係る事業計画の策定及び電子システム構築に係る費
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用の計上が増額の要因となっております。 

次に、保育所運営事業でございますが、町内４つの認可保育所に保育を必要とする

乳幼児の入所等を行いました。入所児童数は、平成２６年度末時点で定員４５０人に対

し４５０人の入所措置をしております。また、多様な保育ニーズに対応するための延長

保育、病後児保育、一時保育も継続して実施し、延長保育については、朝７時からの延

長保育を１か所で実施しました。事業費は、３億８，２３６万３，０００円。対前年度

比１，４５６万８，０００円、４．０％の増となっております。１歳児の入所児童数が

大幅に増加したことがその要因であると考えております。 

続いて福祉課｢地域包括ケア推進事業｣でございますが、地域包括ケア体制の構築に

必要な事業を実施したもので、事業費は、１２４万６，０００円で、補助率４分の３の

地域包括ケア推進補助金を活用しました。地域包括ケアマップ作成事業は、平成２５年

度、２６年度の２か年事業で、まず、平成２５年度には、高齢者が地域で安心して生活

するうえで必要な地域資源について集約・選定し、平成２６年度にくまのの暮らし応援

手帳としてまとめ、全戸配布しました。事業の実施に当たっては、商工会や自治会、民

生委員、介護事業所などから構成したワーキング会議で検討いたしました。いきいき生

活応援店認定推進事業は、高齢者にやさしいサービスを行っている事業所を応援店とし

て熊野町が認定するもので、３６事業所を認定し、広く住民に周知するため、認定証授

与式と記念講演会を開催しました。 

次に、介護保険一般事業でございますが、介護保険事業特別会計の運営に必要な町

の法定繰出金の支出を行い、また、第６期の事業計画を策定いたしました。事業計画策

定に当たっては、町議会や医師会などから構成された高齢者保健福祉推進協議会を計５

回開催し、介護保険料の算出や各種施策について協議をいただきました。 

  続いて、住民課、住民基本台帳等事業でございますが、事業費は２，５９７万３，０

００円でございます。このうち、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用に関する法律に基づき、社会保障・税番号制度いわゆるマイナンバー制度の導入

に対応するため、住民基本台帳業務などの電算システムを改修しております。改修費は

８４２万４，０００円でございます。 

資料１４ページをお開きください。健康課、感染症対策事業でございますが、予防

接種法に基づき、はしかや風疹、結核、インフルエンザなどの感染症の発生やまん延・

重症化予防のための予防接種及び感染症に対する正しい知識の普及啓発を実施いたしま
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した。インフルエンザは高齢者、その他の四種混合ワクチン等は乳幼児や児童生徒を対

象としています。平成２６年度においては、１０月から乳幼児を対象とした水痘ワクチ

ン、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが新たに定期接種とされ、対象者への接種勧

奨及び予防接種を実施いたしました。 

事業費は５,５４４万８，０００円で、対前年度５１６万９，０００円、１０．３％

の増額となっております。増額の主な要因は、新たに定期接種となった水痘ワクチン、

高齢者肺炎球菌ワクチンの接種委託料の増額によるものです。 

次に、生活習慣病予防対策事業でございます。特定健康診査・基本健康診査や各種

がん検診を合わせた総合健診として、住民健診を８月末から１６日間、東部地域健康セ

ンター・町民体育館・町民会館の３会場で、また１月に２日間、町民会館において実施

いたしました。受診実人員は、対前年１０.０％増の３，５５０人となっており、この

健診結果に基づき訪問・電話連絡等を行い、医療機関への受診や特定保健指導に結び付

けております。また、町内企業やグループなどへの健康出前講座や毎月１回の一般健康

教室を保健師と栄養士が連携して行うなど、各種相談事業の充実を図るとともに、２月

には町民生部の各課と連携を図り、健康に関する情報発信・意識啓発を目的として、健

康まつりを実施いたしました。事業費は４，１７７万５，０００円で、対前年度３２３

万９，０００円、８．４％の増額となっております。増額の主な要因は、住民健診にお

ける各検診受診者の増による健診委託料の増額によるものです。 

次に、母子保健事業でございます。母性を育むとともに、妊産婦や乳幼児の健康の

保持・増進を目的に，母子健康手帳の交付から妊婦健診や乳幼児健診、育児相談、乳幼

児家庭への訪問事業、母子の歯の健康づくり、未熟児養育医療費給付事業等を実施いた

しました。妊婦一般健診においては、健診回数１４回を維持するとともに、母子間での

感染を予防するためのウイルス抗体検査助成などを実施いたしました。また、生後４か

月までの赤ちゃんを対象に保健師や助産師が、全戸訪問を行う、こんにちは赤ちゃん事

業では、育児相談を含め、母子の状況把握を行い、育児支援を実施しております。また、

毎週行っている育児相談事業、すくすくクラブとともに、なお一層の子育て支援の充実

が必要と考えております。事業費は２，０８２万７，０００円で、対前年度２７４万１，

０００円、１５．２％の増額となっております。増額の主な要因は、臨時に雇用した保

健師の賃金、未熟児養育医療費の増額によるものです。 

続きまして、生活環境課の環境衛生事業でございます。この事業では、主に生ごみ
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処理機購入、小型浄化槽設置、住宅用太陽光発電システム導入の補助金交付などの助成

を行っております。事業費は、１,４７８万４，０００円で、対前年度比３７９万３，

０００円、２０.４％減となっています。生ごみ処理機の購入費の一部助成では、電動

生ごみ処理機５基、家庭用小型浄化槽の設置整備に対する助成では、５人槽３基、７人

槽１基、単独浄化槽撤去１件の助成を行い、また、浄化槽管理者に対しては、浄化槽台

帳を基に清掃や法定点検の実施を促し、町内河川の水質汚濁の防止を図り、生活環境を

保全に寄与しているものと考えています。また、葬祭費補助金は２２２名に対し、呉市

民の火葬場使用料を基準額として、その差額を助成しました。住宅用太陽光発電システ

ム導入に対する助成では４６基の助成をしております。 

次に、環境センター事務所棟維持管理事業でございます。この事業では、主に熊野

町環境センターの施設の維持管理及び運営管理等を指定管理者に委託しております。事

業費は、１,２６３万２，０００円で、対前年度比２４５万５，０００円、２４.１％増

となっています。増額の要因は、施設の長寿命化を図るため、環境センター事務所棟の

外壁に発生していたクラック補修などの工事施工によるものです。 

続いて、民生部の所掌する３つの特別会計について説明いたします。決算付属資料

１７ページをお開きください。 

まず始めに、国民健康保健事業特別会計でございます。国民健康保険は、国民皆保

険制度の中核をなすもので、町が保険者となり、地域の自営業者及び退職者などを被保

険者として、疾病、負傷、出産及び死亡に対して保険給付を行っております。また、特

定健康診査など、疾病の早期発見・重症化防止等を目的とした保健事業や、医療費適正

化への取組みを併せて実施しております。事業の決算額は、３４億２,０３８万２，０

００円で、前年度比較２．２％の増です。本年３月末現在の被保険者数は、６，７５１

人。加入世帯数は４，０８１世帯で、近年、減少傾向にあります。主な支出となります

保険給付費は、２４億５,１０６万６，０００円。前年度比較で１億１,７３９万２，０

００円、５．０％増となっております。国保を取りまく環境といたしましては、国の社

会保障・税一体改革に伴う国民健康保険法の改正により、本年度から、都道府県単位の

共同事業である保険財政共同安定化事業が拡充され、また、医療保険制度改革関連法が

成立し、国保の運営は、平成３０年度から都道府県が保険者となることから、現在、そ

の実施に向け、国や県において検討が行われており、その動向を注視し、適切に対応し

て参ります。 
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  続いて、資料１７ページの下段、後期高齢者医療特別会計、後期高齢者医療事業でご

ざいます。後期高齢者医療制度は、県内の市町が設置した広域連合を保険者として、被

保険者の認定、保険料の決定及び保険給付等を行い、各市町では申請や届出等の窓口業

務や保険料の徴収事務を行っております。被保険者は、７５歳以上の方と、６５歳以上

７５歳未満の方で一定の障害をお持ちの方となりますが、本年３月末現在で、３，４４

４人。前年度の同時期と比べて１６０人、４．９％の増となっております。事業の決算

額は、５億４,６８０万３，０００円で、前年度比較５．１％の増です。保険料の収納

率は、９９．７４％で前年度より０．０４ポイント上がっております。主な支出となり

ます後期高齢者医療広域連合納付金は、５億４,４７９万５，０００円。前年度比較で

２,６０１万４，０００円、５．０％の増となっております。この納付金は、広域連合

の事務費、徴収した保険料、医療給付費のうち負担対象額の１２分の１に相当する額を

広島県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、このうち、医療給付費の負担金は、

２億５,０５９万７，０００円。前年度比較で１,２３７万４，０００円、５．２％の増

となっております。この後期高齢者医療制度につきましては、引き続き、現行の制度に

おいて円滑な事務の執行に努めて参ります。 

次に、資料１８ページをお開きください。介護保険特別会計について説明いたしま

す。まず、福祉課の介護保険事業ですが、熊野町が保険者となり要介護又は要支援の認

定を受けた方に、介護サービスや介護予防サービスを提供する事業で、３年を一期とす

る介護保険事業計画に基づき運営しております。事業費は、総務費と保険給付費を合わ

せ１８億９７９万１，０００円で、対前年度比、４，６１６万８，０００円の２.６％

増となっており、介護保険事業計画値に対する保険給付費は８８％でした。また、給付

費適正化事業として、５か所の町指定の地域密着型事業所に対し、実地指導を行い、５

つの居宅介護支援事業所に対し、ケアプラン点検を行っております。 

同じく福祉課の包括的支援事業でございますが、町直営の地域包括支援センターに、

社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーの３業種の専門職を配置し、総合相談や権利

擁護業務などに取り組みました。また、身近な相談窓口として迅速に相談対応できるよ

う、町内２箇所に相談支援センターを委託設置しております。地域包括支援センターと

相談支援センターが地域の関係機関や介護事業者等と連携し、迅速に対応することによ

り、高齢者やその家族の不安などを早期に発見し対応することができると共に、できる

限り要介護につなげない状況を作るなど、高齢者のニーズに応じた適切なサービスの提
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供が行えるものと考えております。事業費は、２，２９９万６，０００円で、対前年度

比、１４３万７，０００円の６．７％の増額でございます。 

次に、健康課の介護予防地域支援事業でございますが、地域の高齢者のうち、要支

援・要介護になるおそれのある高齢者を対象に、介護予防事業を実施しております。地

域健康センターでのサロンのほか、生活機能チェックで、生活機能が低下している方に、

運動器の機能向上や栄養改善の取組みをおこなうことにより、閉じこもりや認知症予防

等をおこない、生活の質の向上を図り、自立した日常生活の期間を可能な限り長く保つ

よう支援しております。また、ミニデイ・ホームなどの地域活動を充実させることを目

的として、平成２３年度から事業展開をしています、リハビリ体操リーダー養成講座で

は、認定された体操リーダーが自主活動グループを組織され，ボランティアで地域での

支援活動に活躍されています。今後もこうした地域づくり活動を支援して参ります。事

業費は２，０６９万４，０００円で、対前年度１８８万３，０００円、１０．０％の増

額となっております。増額の主な要因は、職員人件費の増額によるものです。 

以上で民生部の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございました。 

暫時休憩します。再開は１１時とします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（休憩 １０時３６分） 

（再開 １１時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 休憩前に引続き委員会を再開します。 

次に建設部門の説明をお願いします。森本建設部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（森本） 続きまして、建設部門の主要事業について、ご説明をさせていただ

きます。付属資料の１４ページ下段をご覧ください。 

まず、建設課の主要事業から、ご説明いたします。土地改良事業は、主に新宮地区

の老朽化した一反田ため池の堤体、延長５０メートルを県の補助金を活用して改修した

もので、事業費は、１,７０９万３，０００円でございました。 

次に、国庫町道舗装修繕事業でございますが、国の交付金を活用して、町道大晩線
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や町道中溝１２号線などで、総延長２５７メートル、１,１６７平方メートルの痛んだ

箇所の舗装を修繕しました。事業費は４３９万，９，０００円となっております。 

１５ページをお開きください。続きまして、国庫町道深原公園線鞘ノ河内工区新設

事業は、国の交付金を活用し、事業費２０７万円で新宮地区の町道深原公園線を東側に

延伸工事するための用地測量を実施しております。 

続いて、国庫町道道上線改良事業は、平成２３年度に着手し、平成２５年度は起債

制度の廃止により中断しておりましたが、平成２６年度は最終年として国の交付金を活

用して、幅員４メートル、延長２５メートルを整備いたしました。事業費は３７４万６，

０００円でございます。 

国庫町道堂ヶ迫呉地奥線改良事業は、平成２５年度に実施設計を行い、平成２６年

度から国の交付金を活用して３年計画で改良しているもので、平成２６年度は、事業費

４０６万４，０００円で、幅員４メートル、延長３０メートルを整備しております。 

次に深原地区町有地造成事業でございますが、平成２５年度に完成した造成地を分

譲するために、事業費９,１９５万８，０００円で、主に送水管の布設を７７０メート

ル、中継ポンプ所２箇所及び配水池１箇所の整備を単独事業で実施したものでございま

す。 

都市再生整備事業熊野団地地区の道路は、従前、単独事業で実施しておりました熊

野団地内の側溝整備を平成２６年度から国庫交付金事業として実施しておりまして、平

成２６年度は柿迫地区などで延べ１,１００メートルの道路側溝を整備し、平成２９年

度の完了を目指しております。事業費は２,４８３万２，０００円でございました。 

建設課の最後、国庫橋梁維持修繕事業でございますが、国の交付金を活用して、平

成２５年４月に着手しました中溝地区、五反田橋の上部工事及び下部工事を実施し、平

成２６年７月末に延長８.５メートルの架け替え工事を完了しております。 

また、老朽化が進行しております出来庭地区の熊野橋の補修工事と新宮地区の屯田

中橋及び呉地地区の呉出橋などの橋梁補修設計を実施し、事業費は、４,２２０万１，

０００円でございました。 

続きまして、都市整備課の主要事業についてご説明いたします。林業振興対策事業

ですが、ひろしまの森づくり交付金を活用し、荒廃する里山の再生を目的に、新宮地区

の竜王山と川角地区の三石山の里山林の整備を行いました。まず、竜王山につきまして

は新宮苑団地北側から山頂までの登山道、約０.４ヘクタールの除伐を行い、傾斜のき
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つい箇所には階段の設置を行いました。続きまして三石山につきましては、山頂までの

遊歩道を整備し、約０.１５ヘクタールの除伐を行いました。事業費は３４０万５，０

００円でございます。 

次に都市公園緑地管理事業ですが、がんばる地方交付金を活用し、主に呉地公園の

老朽化したトイレを建替え、浄化槽による水洗化を行いました。また、町内の公園、緑

地の植栽管理や草刈り、遊具の保守管理などを実施しております。事業費は２,１６６

万２，０００円でございます。 

最後に都市再生整備事業でございますが、石神緑地内に照明機器を設置することに

より、安全で快適な歩行空間の確保のための整備工事を行いました。事業費は９４万５，

０００円でございます。 

続きまして、開発指導課の主要事業についてご説明いたします。子育て定住促進助

成金交付事業ですが、子育て世代の定住を促進し、人口の維持、地域の活性化を図るた

め、住宅の新築又は購入者を支援する事業で、７５件の申請に対し助成金を交付しまし

た。交付総額は１,４４１万８，０００円で、交付者の前住所の内訳は、町外からの転

入が、２６世帯８８人、町内転居が４９世帯、１８４人となっています。 

続きまして、公共下水道事業特別会計の主要事業について、ご説明いたします。付

属資料の１７ページの中段の表をご覧ください。一般管理費の２億３万４，０００円で

すが、主なものは、水洗便所改造及び排水設備改造補助金です。この補助金は、下水道

の供用開始後１年以内に宅内排水設備の改造を行い、公共下水道に接続していただいた

お宅に、１件当たり８万円を交付するもので、３４件の交付をしております。 

次に、公共下水道整備費の１億２,７８２万７，０００円ですが、主なものは、新宮

地区及び川角地区において、汚水管渠工事を５件、また、新宮地区において、マンホー

ルポンプ設置工事を１件、合計で６件の工事と出来庭、川角地区で２件の実施設計を実

施しております。汚水管渠の工事延長は合計１.５キロメートル、マンホールポンプ２

基を整備しております。２件の実施設計の設計面積は５.３ヘクタール、管路延長は２.

１キロメートルでございます。昨年度末の下水道普及率は、前年度より０.２ポイント

上昇し、９０.０％となっております。 

続きまして、上水道事業会計の主要事業について、ご説明いたします。付属資料の

１９ページの表をご覧ください。まず、道路関連の受託工事ですが、中溝地区の五反田

橋架替工事に伴い、支障となる水道管の切廻し工事を実施しました。 
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事業費は、２１６万円で管路延長は、３２メートルでございます。次に、高所配水

団地改修事業ですが、呉地地区皇帝ハイツの送水ポンプ所で滅菌装置整備工事を１件、

城之堀地区城之堀団地の加圧ポンプ所で電気機械設備工事１件を行っております。事業

費は２,７２３万１，０００円でございます。 

次に、未給水地区解消事業ですが、新宮地区、初神地区、川角地区、出来庭地区に

おいて地元申請による水道管布設工事を行い、事業費１,７２０万円で管路延長約６７

５メートルを整備しております。昨年度末の上水道普及率は８７.４％となっておりま

す。 

最後に、熊野団地管路更新事業ですが、熊野団地内の老朽管対策といたしまして、

石神地区、東山地区において、老朽化が見込まれる配水本管の布設替え工事を３件行っ

ており、事業費は３,３１１万９，０００円でございます。  

建設部と水道部の主要事業説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 最後に、教育部門の説明を願いします。 

   民法教育部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 続きまして、教育委員会の主要事業についてご説明をさせていただ

きます。付属資料の１６ページをお開きください。 

  まず、学校教育課の主要事業についてご説明いたします。 

学校支援事業ですが、学力向上対策など小中学校に人的な支援を行うもので、事業

費は２,０５０万円でした。学校支援員は、小中学校６校に１名ずつ配置し、教員が子

どもと向き合う時間を確保し、各種印刷業務や資料の整理などを行いました。また、両

中学校には、生徒指導相談員を各１名配置し、生徒指導上の問題行動や不登校の生徒に

対する対応、また、その未然防止に努めました。更に、配慮児童支援員は、児童の著し

い問題行動によって、通常の授業を行うことが困難な学級に配置し、第一小学校及び第

四小学校に各１名配置しました。また、家庭教育支援アドバイザーは、児童生徒の学習

環境の改善に向けた相談・支援にあたるもので、東中学校区に１名配置しました。なお、

熊野中学校区には県費により１名配置されました。また、学校の環境整備や施設修繕を

行うため、２人１組で学校を巡回する学校施設等安全点検員を高齢者能力活用協会に委

託しました。 



－21－ 

次に小学校大規模改造事業ですが、この事業では、熊野第二小学校体育館天井落下

防止工事を実施いたしました。この工事は、地震等により落下の危険性のある、体育館

の天井材を撤去し、児童の安全安心な環境整備に努めたものでございます。建築延べ面

積は９３０平方メートル、事業費は５５０万２，０００円で、国費の学校施設環境改善

交付金、補助率３分の１を活用し、事業執行いたしまして、本年１月末に完了しました。 

  続いて中学校大規模改造事業ですが、この事業では、熊野東中学校普通教室棟耐震補

強工事を実施いたしました。この工事は、耐震性能が国の基準を下回った普通教室棟に

ついて鉄骨ブレースや耐震壁を用いて耐震化を図ったものでございます。建築延べ面積

は２，０３０平方メートル、事業費は１,９６５万４，０００円で、国費の学校施設環

境改善交付金、補助率２分の１を活用し、事業執行いたしまして、夏休み期間中に工事

を完了しました。 

続きまして、生涯学習課の主要事業についてご説明いたします。社会教育一般事務

のうち、くまどく推進事業ですが、事業費は１３５万３，０００円でした。家族で同じ

本を読み、その本について話したり、日常では交わさないような、本をめぐっての親子

のやりとりによって、家族間コミュニケーションの深まりや、言葉の力の向上を目的と

しております。事業内容は、０歳から中学３年生まですべての子どもを対象として、く

まどくノートを配布して、その活動を記録していただいた結果、４０週記入達成者は全

体で６４.８％となり、記念品としてクリアファイルを贈呈しました。事業開始から３

年を契機に、昨年１２月には、くまどくフォーラムを町民会館で開催し、それまでの成

果を発表しました。 

次に、熊野町公民館管理運営事業のうち、町民会館施設改修事業ですが、老朽化に

より、照度不足と安全性が危惧されていた町民会館講堂の舞台照明施設及び客席照明を

改修いたしました。また、要望のありました、男女１階・２階の便器を洋式に改修し、

授乳室を設置いたしました。事業費は２,３８４万６，０００円でした。 

最後に、公民館一般事務のうち、新西公民館建設事業ですが、都市再生整備事業計

画事業熊野団地地区の中核施設として、老朽化が進む熊野西公民館を神田地区に移転新

築することとし、バリアフリー化した約１，２００平方メートルの施設実施設計及び敷

地の造成工事を実施いたしました。事業費は３,０９６万４，０００円でした。 

教育委員会の主要事業説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員長（藤本） 以上で、平成２６年度における各会計決算説明と、各部門主要事業の

概要説明が終りました。 

  これより、執行部から提出されております会計書類の閲覧時間を設けたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議ありませんので、これより閲覧時間とします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

会計書類閲覧 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（閉会 １６時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


